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 各市町村教育委員会教育長 

               様 

 各 教 育 事 務 所 長 

 

 

埼玉県教育局市町村支援部小中学校人事課長  

 

 

職務に専念する義務の特例について（通知） 

 

 職務に専念する義務の特例につきましては、各市町村教育委員会において適切に御対応

いただいているところですが、県立学校人事課長より別添写し（令和３年６月１０日付け

教県第２８１号）のとおり、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合等に

おける職員の職務に専念する義務の特例について県立学校長宛て通知しました。 

 つきましては、貴管内県費負担教職員につきましても、県立学校教職員と同様の取扱い

となりますよう御配意をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 担当：人事・学事・働き方改革担当 菅 

 電話：０４８－８３０－６９３９  

                      E-mail:a6930-03@pref.saitama.lg.jp 
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